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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年７月１９日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年６月３日 １３時０５分ごろ 

発生場所 徳島県阿南市蒲生
か も

田
だ

岬東方沖 

蒲生田岬灯台から真方位１０１°１.０海里付近 

（概位 北緯３３°４９.９′ 東経１３４°４６.１′） 

事故調査の経過  平成２３年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 第八天神
てんじん

丸、４９９トン 

 １３５５９８、奥本海運有限会社 

 ７１.３４ｍ×１２.５０ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１１年３月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６０歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５６年９月１７日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２３年３月３１日 

  免状有効期間満了日 平成２８年５月１日 

一等航海士 男性 ４１歳 

五級海技士（航海）（履歴限定） 

  免 許 年 月 日 平成６年６月２３日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２１年４月２７日 

  免状有効期間満了日 平成２６年１２月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船底部に亀裂を伴う凹損、ビルジキールが曲損 

 事故の経過 

 

 
 本船は、船長及び一等航海士ほか３人が乗り組み、珪

けい

石１,５２０ｔを

積載し、福岡県苅田
かんだ

町苅田港に向けて航行中、一等航海士が、平成２３年

６月３日１１時過ぎに徳島県小松島市和田ノ鼻東方沖において船長から船

橋当直を引き継ぎ、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動させ、蒲生田岬

と阿南市伊島との間の中央に向ける針路約１７５～１７７°（真方位）及

び対地速力約１１.７ノットで航行した。 

一等航海士は、操舵装置の後方に立って手動操舵を行い、操舵装置付近

の天井に設置されたＧＰＳプロッターにより船位などを確認しながら、こ

れまでに本船が航行していたコースラインに沿って南進した。 

本船は、蒲生田岬と伊島との間を南進中、１３時０５分ごろ浅所に乗り

揚げ、同浅所を通過して停止した。 

 船長は、直ちに昇橋して損傷の状況などを調査し、船体が左舷側に傾斜
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し始めたので、バラスト水を排水するとともに積荷を貨物倉の右舷側に移

動して傾斜を止めたのち、海上保安庁に１１８番通報した。 

本船は、巡視船に伴走されて徳島県徳島小松島港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の末期、潮高 約８８cm 

 その他の事項 船長は、平成１２年から本船の船長として乗船していた。 

一等航海士は、平成１１年の本船新造時から一等航海士として乗船して

おり、過去に船橋当直中に１１回蒲生田岬と伊島との間を航行した経験が

あり、本事故発生場所付近の状況をよく知っていたので、これまでと同じ

コースラインに沿って航行した。 

本船の喫水は、船首約３.５６ｍ、船尾約４.９６ｍであった。 

船長は、本事故後、ＧＰＳプロッターに記録された本船の航跡により、

本船がいつものコースラインに沿って航行していたことを確認した。 

本船の船橋当直は、単独４時間交替の３直制をとっていた。 

海上保安庁刊行（平成１８年３月１６日）の海図Ｗ１１０４（橘港及び

付近）によれば、本事故発生場所付近の水深などの記載状況は、次のとお

りである。 

本事故発生場所は、１０ｍ等深線と２０ｍ等深線との間で至近に水深２

０ｍ及び底質岩の記載があり、同発生場所の東北東方約７５０ｍには、一

ツ目と称する水上岩のほか干出岩などが拡延しており、南西方約５５０ｍ

には、大平碆
おおひらばえ

と称する高さ２.６ｍの水上岩が存在していた。また、本事

故発生場所付近の最浅水深は、発生場所の南西方約２００ｍの所にある水

深５.３ｍである。 

本船のＧＰＳプロッターには、１０ｍ等深線及び２０ｍ等深線並びに一

ツ目及び大平碆などが表示されていた。 

第五管区海上保安本部では、五管区水路通報により、次のとおり本事故

発生場所付近に浅所（底質岩）が存在する旨が情報提供されていた。 

(1) 五管区水路通報第６号（平成２２年２月１２日） 

北緯３３°４９′５５″ 東経１３４°４６′０１″ 

（最浅水深 約８.０ｍ） 

(2) 五管区水路通報第２号（平成２３年１月１４日） 

北緯３３°４９′５４.４″ 東経１３４°４６′００.６″ 

（最浅水深 約８.２ｍ） 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

なし 

 本船は、蒲生田岬と伊島との間を南進中、海図

に記載がない蒲生田岬東方沖の浅所が存在してい

たことから、同浅所に乗り揚げたものと考えられ

る。 

本船のＧＰＳプロッターには、１０ｍ等深線及

び２０ｍ等深線が表示されていたほか、一ツ目及

び大平碆などの水上岩が表示されていたものと考

えられる。 
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原因  本事故は、本船が、蒲生田岬と伊島との間を南進中、海図に記載がない

蒲生田岬東方沖の浅所が存在していたため、同浅所に乗り揚げたことによ

り発生したものと考えられる。 

参考  海上保安庁では、本事故後、次の措置などをとった。 

・五管区水路通報第２２号（平成２３年６月１０日）により、本事故発

生場所付近の浅所の存在について、次のとおり情報提供された。 

(1) 北緯３３°４９′５３″ 東経１３４°４６′００″ 

（水深 約５.０ｍ） 

(2) 北緯３３°４９′５１″ 東経１３４°４６′０９″ 

（水深 約３.４ｍ） 

(3) 北緯３３°４９′４９″ 東経１３４°４６′０２″ 

（水深 約３.８ｍ） 

・徳島海上保安部などでは、ホームページに緊急ニュースとして蒲生田

岬東方沖に浅所が存在する旨を掲載した。 

 




